
　　　　　　　　　主　　　　文
　　　　　本件控訴を棄却する。
　　　　　控訴の費用は控訴人の負担とする。
　　　　　　　　　事　　　　実
　控訴代理人は「原判決を取消す、被控訴人の訴を却下する又は被控訴人の請求を
棄却する、訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とする」との判決を求め、被控
訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。
　当事者双方の事実上の主張は、被控訴代理人において「本件農地の買収は自作農
創設特別措置法（以下自作法と略称する）第三条第一項第一号に基くもので所謂不
在地主の所有する小作地として買収計画が樹立されたものである。被控訴人は昭和
二十年十一月二十三日当時東京都所在の立教大学に在学中のため東京都に居住して
いたのであるが、これは自作法第二条第四項同法施行令第一条第一項第二号の「就
学」という「特別事情」に該り、同法第四条第二項第三条第一項の適用によつて被
控訴人はａ村の在村地主とみなさるべきものである。本件農地は、訴外Ａ外一名に
賃貸したものである。」と釈明し控訴代理人において、「本件訴は行政事件訴訟特
例法（以下行政特例法を略称する）第二条に違反し不適法である。本件土地買収に
際して被控訴人はその計画あることを知りながら自作法第七条による異議、訴願等
不服の申立をしていない。同法附則によれば「この法律は昭和二十三年七月十五日
からこれを施行する」とあり、地域による施行期日の特例がないのであるから遠隔
の地にある者であると否とに拘わらず、又法律を知ると否とに拘わらず、全国民に
対して同日より効力を生じているものと見なければならない。すなわち被控訴人が
遠隔地にあつたため法律施行後間もないので、法律を知る由もなかつたので異議訴
願等不服の申立をしなかつたことは同法但書による『正当の理由』ということはで
きない」と述べ、尚被控訴人の釈明に対し、「訴外Ａが賃貸していた事実は争わな
い。更に被控訴人がその頃就学のため東京に居住していた事実は認めるが、被控訴
人の主張する自作法及同法施行令の各規定は、本来生活の本拠がａ村に在つてその
後一時就学のため東京都に居住していたような場合に該当するのであつて、被控訴
人の述べるような事実関係の場合には右法条に所謂「特別事情」とはなり得ないの
である。仮りに適用ありとするも本件買収計画における日時には被控訴人の親族た
る母親のＢの住所はａ村になかつたのであるからその主張は理由はない。」と述べ
た外、原判決の事実摘示と同一であるからとこにその摘示を引用する。
　立証として、被控訴代理人は新に甲第七号証を提出し原審証人Ｃ、同Ｄ、同長尾
艷子、当審証人Ｂ（一、二回）の各証言を援用し、控訴代理人は原審並に当審に於
ける控訴人代表者Ｅの訊問の結果を援用し甲第七号証の成立を認めた外、双方の書
証の提出認否はすべて原判決事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用す
る。
　　　　　　　　　理　　　　由
　先ず本件の訴が適法か否かを判断する。
　控訴委員会が昭和二十三年六月二十一日本件農地買収計画を定めてその旨公告し
翌二十二日被控訴人方に通知がなされたこと、被控訴人が之に対し同年七月一日ま
での法定の期間内に異議の申立をしたかつたことは争がなく被控訴人が同年七月十
九日に本件買収計画取消請求の訴を提起したことは記録に明かである。而して行政
特例法は昭和二十三年七月一日に公布せられ、同月十五日施行されたのであるが、
同法の施行せられた後において、農地買収計画の取消又は変更を求める訴を提起す
るには、まず、自作法所定の異議手続を経た上、これによつて救済を得られなかつ
た場合に限るものと解さねばならない。しかし行政特例法第二条の規定によれば、
右の場合においても「正当な事由があるときは」異議訴願の手続を経ないで直ちに
農地買収計画の取消又は変更を求める訴を提起することのできることも又疑ないの
である。しかして成立に争のない甲第七号証並びに行政特例法の施行せられた昭和
二十三年七月頃においては北海道は勿論本州方面も交通通信が著るしく混乱してお
り法律の詳細な内容は勿論その公布実施の期日を正確に知ることは甚しく遅延した
事実が当裁判所に顕著なる点を綜合すれば被控訴人が同法施行前にその内容を知る
ことは不可能であつたと認めらる。公布の日に知つておれば直ちに異議の申立をす
るか或は同法施行前たらば異議手続を経ずに適法に訴を提起することができたので
あるが、それは不可能であつたわけである。結局被控訴人が異議訴願の手続を経な
いで本訴を起したことは前記特例法第二条にいわゆる「正当の事由があるもの」と
いうべく、本訴は適法であるといわねばならない。
　よつて請求の当否について審究する。



　被控訴人がその所有に属する本件農地を訴外Ａ外一名に賃貸し同人等が右農地に
小作し来つたところ、昭和二十三年六月二十一日控訴委員会が昭和二十年十一月二
十三日現在被控訴人が不在地主であるとして自作法第三条第一項第一号により買収
計画を樹立しその旨公告すると共に被控訴人に通知した事実並に被控訴人が昭和二
十年十一月二十三日頃は立教大学学生として就学の為東京都に居住していた事実は
当事者間に争がない。控訴人は被控訴人が右日時にはａ村に住所を有していたもの
であり、東京に居住していたことは自作法第二条第四項に規定する「特別の事由」
に因るものであるから同法第四条第二項によつて前記ａ村の区域内に住所を有する
者とみなさるべさであると主張するのに対し右事実を争い仮にこのような事実があ
つても被控訴人主張の自作法の規定はかかる場合に適用がないと主張するのであ
る。成立に争のない甲第一号の一、二同第二号証及原審における証人Ｃ同Ｄ同Ｂ当
審における証人Ｂ（一、二回）の各証言七綜合すれば被控訴人は昭和二十年四月戦
争の為食糧事情も急迫したので母や妹と相談の上一家を挙げて当時の住所であつた
札幌市を引上げ、所有農地の存するａ村に移住することを決意し、被控訴人自身は
あたかもそのとき札幌市の中学校を卒業し東京都にある立教大学に入学したため就
学の目的で上京したのであるが、其後Ｂは、右計画に従い、先づ被控訴人の妹Ｆを
ａ村字ｂ村のＢの実父Ｇ方へ移らしめて旭川市立女学校に入学させた後、同年九月
二十日自分も同家に引移つて右Ｇ方に住所を定め直ちに営農の準備に着手した事実
を認めることができる。尤も成立に争のない乙第二、三号証に拠れば、Ｂは昭和二
十年十一月二十五日に札幌市より、被控訴人の妹Ｈは同年十二月十七日ｃ町より、
何れもａ村に転出した旨の記載があるが、右は食糧配給上の一応の手続期日を記載
したものであつて必ずしもＢのａ村転居の時期を認める重要なる資料とは為し難
く、原審並びに当審に於ける控訴人代表者Ｅ本人訊問の結果も右認定を左右するほ
どの心証を得ることは難しい。
　<要旨>果してそうであるならば、被控訴人の母Ｂは昭和二十年九月二十日以降ａ
村に住所を有していたので</要旨>あり、被控訴人は就学のため上京したのでなけれ
ば当然母Ｂと共にａ村に住所を有していたものとなさねばならず、従つて、自作法
施行令第一条第二号の就学なる特別事由に因るものとして同法第四条第二項第二条
第四項によつて被控訴人はａ村に住所を有する者とみなされると解しなければなら
ない。控訴人は一旦在村した者が就学のため離村した場合でなければ右法条の適用
はないと主張するが、右規定はさように文字の通りに窮屈に解すべきものではなく
本来在村すべきものがたまたま就学のため在村しない場合はこれを在村とみなす趣
旨と解すべきである。そうでないと右のような場合一度就学より帰省して再び就学
の為上京した場合は右法条の適用を受けるが本件のようにその以前においては右適
用を否定しなければならぬという徒らに実益実情に通じない形式的結論に堕すこと
となるからである。
　以上のとおりであるから、控訴委員会が被控訴人を目して昭和二十年十一月二十
三日現在においてａ村に住所を有しない不在地主であるとして、その所有する小作
地に対し自作法による買収計画を樹立したのは違法であり、右買収計画は取消さる
べきである。これと同趣旨にでて、被控訴人の請求を認容した原判決は正当であつ
て、本件控訴は理由がない。よつて民事訴訟法第三百八十四条第九十五条第九十六
条後段第八十九条を適用して主文のとおり判決する。
　（裁判長裁判官　熊谷直之助　裁判官　臼居直道　裁判官　宇野茂夫）


